
15

IV

1

2

高齢者の保険料は、負担能力に応じた負担を求める観点から、原則として各市町村 
ごとの所得段階別の定額保険料としている（５段階ないしは６段階）。 

※老齢退職年金受給の高齢者は、年収２６６万円までは市町村民税非課税。したがって、夫婦それぞれの年金がこの 
　額未満（計532万円）までは、市町村民税非課税となる。 
※第２段階～第５段階の該当者のうち、それぞれの段階の保険料を適用すると生活保護の被保護者となってしまう者 
　については、被保護者とならないよう、より低い段階の保険料を適用する。 

第1段階 
×0.5

第2段階 
×0.75

第3段階 
 

第4段階 
×1.25

第5段階 
×1.5

基準所得金額 
現行200万円 

段階 対象者 保険料 
（参考）対象者見込数 

・生活保護受給者 
・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 第１段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

基準額 
　×0.5 

基準額 
　×0.75 

基準額 
　×1

基準額 
　×1.25

基準額 
　×1.5

市町村民税世帯非課税 

市町村民税本人非課税 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円未満） 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円以上） 

約 2 ％ 

約34％ 

約39％ 

約13％ 

約12％ 

約 2 ％ 

約29％ 

約43％ 

約16％ 

約10％ 

（第２期） 
2003～2005年度 

（第1期） 
2000～2002年度 




